
仕 様 書 

 

1．調達物品及び構成内訳 

定置型乳児用放射線加湿器 インファウォーマ i  2 式 

 

＜構成＞ 

(1) 開放型保育器           2 台 

(2) 蘇生装置              2 台 

(3) トレーセット              2 個 

(4) ドレナージハンガー        2 個 

(5) MF レール         2 個 

(6) IV ポール         2 本 

(7) インファライト           2 台 

(8) F レールアタッチメント        2 個 

(9) ベビーガード         2 個 

(10) マルチホルダー          2 個 

(11) ベビースケール           2 個 

(12) ハンドル         2 個 

(13) 四連コンセントセット        2 個 

(14) 四連コンセントセットポール取付式      2 本 

(15) デジタルインファントスケール       2 台 

 

 

2．調達物品の備えるべき技術的要件 

2-1  定置型乳児用放射線加湿器の基本性能は以下の要件を満たすこと 

2-1-1 遠赤外線ヒーターによる児の保温ができること。 

2-1-2 医療安全の観点から児の状態に合わせた温度管理が必要なため、マニュアルコントロ

ール、サーボコントロールいずれの制御方式でも使用できること。 

2-1-3 パルスオキシメーターが本体支柱に内蔵されていること。 

2-1-4 CPR タイマおよびアプガータイマが本体支柱に内蔵されていること。 

2-1-5 操作パネルは、本体支柱部に内蔵されたタッチパネル式カラーLCD ディスプレイを

採用していること。 

2-1-6 無段階調整機能の白色 LED が本体キャノピーに内蔵されていること。 

2-1-7 児の蘇生時に必要な空気/酸素混合ブレンダーを本体支柱に内蔵していること。 

2-1-8 マノメーター付きの吸引ユニットを本体支柱に内蔵していること。 

 



2-1-9 警報項目として、設定温度警報、体温プローブ警報、ベビーチェック警報、システム

警報､停電警報、SpO2 上限･下限警報、脈拍数上限･下限警報、SpO2 センサ警報、キ

ャノピー傾斜警報を有していること。 

2-1-10 本体内蔵式の酸素ブレンダーは、レバー操作でブリード ON/OFF ができる機能を    

有していること。 

2-1-11 処置に応じてキャノピー自体の位置や傾斜を調整できること。 

 

2-2   開放型保育器の臥床台は以下の要件を満たすこと 

2-2-1  ベビーガードにダンパーが内蔵されていること。 

2-2-2  臥床台にＸ線カセットトレイが内蔵されていること。 

2-2-3 臥床台が大型で、無段階前後±13 ﾟの範囲で傾斜角度を調節できること。 

2-2-4 別途体重モニターを装着できる機能を有しており、ディスプレイにて児の体重変化を

時間を遡って確認することができるよう、画面表示されること。 

2-2-5 別途ゲルマットウォーマーを装着できる機能を有していること。 

 

3.その他 

3-1   技術要件について 

3-1-1 技術的要件はすべて必須の要求要件である。 

3-1-2 必須の要求要件は当院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性

能等がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、不合格となり、落札決定

の対象から除外する。 

 

3-2   保守要件について 

3-2-1 機器の保守は運転開始後１年間は無償保証期間とし、定期的な保守の実施及び交換

部品等の供給が必要となった場合、並びに故障が発生した場合の必要な部品等の補充

または補修の実施は、落札者及び落札者が委託した業者において可能であること。 

3-2-2 入札機器は入札時点で製品化されており、十分に高い信頼性を有するものであるこ 

と。 

3-2-3 構成機器には十分な冗長性を持たせ、障害発生時にも業務への影響を最小限に止め 

られるように配慮すること。 

3-2-4  機器の故障及び異常動作が発生した場合、保守要員が速やかに駆けつけ、機器に必 

要な措置を取るサポート体制が実現できること。 

3-2-5  災害発生に伴う機器の障害についても同様のサポート体制が実現できること。 

 

3-3   運用要件について 

3-3-1 機器の使用等に関する当院職員からの問い合わせ等に速やかに対応できる一元化 

された窓口をとおしたサポート体制が実現できること。 



3-4   マニュアル類について 

3-4-1 導入する機器等の利用に必要なマニュアル類のドキュメントを提出すること。 

3-4-2 導入する機器の管理及び運用に必要なマニュアル類のドキュメントを提出すること。 

3-4-3 操作マニュアルは各装置について、日本語で用意すること。 

 

3-5   機器の導入計画並びに導入体制について 

3-5-1 入札機器の導入計画並びに導入体制について 

3-5-1-1 導入計画 

3-5-1-2 所定の期日までに「1．調達物件及び構成内訳」で示される全ての機器について、

所定の機能を満たすよう確実に導入及び完了するための計画を提示すこと。 

3-5-1-3  落札から稼働開始までの各作業項目についての作業内容及び作業日程表。 

     具体的には、既設装置の撤去、機器の導入（設置工事、配線工 事等を含む、テス 

ト及び稼働に際しての教育・研修等の行程を詳細化し、作業項目を示すこと。  

3-5-1-4 設置する機器の機能テストは必ず当院職員の立ち会いのもとに行い、その評価を 

受けること。 

3-5-1-5  機器の稼働は当院の許可によって行うこと。 

3-5-1-6  本稼働後に必要となる当院側の運用管理要員の作業項目、作業内容及び工数。 

3-5-1-7  上記以外の項目であっても、導入に当たって注意を要する事項がある場合には、 

必ず明記すること。 

 

3-5-2-1  導入体制 

3-5-2-2 作業スケジュールを変更する場合及び何らかの問題が生じた場合等は当院職員 

の了承を得た上で作業を進めること。 

 

3-6  運用支援体制について 

3-6-1 機器の運用を円滑に行うために、業務上の運用相談及び必要な障害監視バックアッ 

プ等の運用を支援する体制の実現が、落札者及び落札者が委託した業者において可能

であること。 

 

3-7   その他何か問題が発生した場合について 

3-7-1  運用にあたり求める機能に満たない場合、別途かかる費用については落札者及び落

札者が委託した業者において完結すること。 

3-7-2  本契約記載以外の問題が発生した場合は、両者話し合いにて対応すること。 

 


